
老人福祉法（抜粋） ※成年後見（市民後見）関係の条文 

（後見等に係る体制の整備等） 

第32条の2 市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民法に規定する後 

 見、保佐及び補助（以下「後見等」という。）の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活 

 用を図るため、研修の実施、後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その 

 他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 都道府県は、市町村と協力して後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図る 

 ため、前項に規定する措置の実施に関し助言その他の援助を行うように努めなければならない。 

※平成２４年４月１日施行 
（介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律） 

（審判の請求） 

第32条 市町村長は、65歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、 

 民法第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条 

 の9第1項に規定する審判の請求をすることができる。 

※平成１２年４月１日施行 
（民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律） 

老人福祉法の改正 


